
 
網走市告示第１３号　 
 
　網走市こども計画策定支援業務について、公募型プロポーザルを実施するので、 
次のとおり参加希望者を募集する。 
 
　　令和８年５月７日　 

　　網走市長　水　谷　洋　一　　　 
 

記 
１　担当部署　 
  　〒０９３－８５５５　網走市南５条東１丁目１０番地 
  　網走市健康福祉部子育て支援課（庁舎１階　９番窓口） 
  　電　話　０１５２－６７－５４２６（直通） 
　　ＦＡＸ　０１５２－４５－３３７７ 
　　E-mail：ZUSR-KF-KOSODATE@city.abashiri.hokkaido.jp 
 

２　業務の概要 
（１）業 務 名　　網走市こども計画策定支援業務 
（２）業務内容　　別紙「網走市こども計画策定支援業務委託仕様書」のとおり 
（３）履行期間　　契約締結の日から令和９年３月３１日まで 
 
３　参加資格要件 
　　プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次のすべての 
　要件を満たしていること 
（１）網走市建設工事、測量、建設コンサルタント等業務及び網走市物品等競争入札参加 
　　資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）の登録者または下記書類により参加資格 
    要件を審査し、参加資格を有すると判断できる者。 
　　　ア　法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 
　　　イ　個人にあっては、破産手続開始決定の確定通知（破産宣告の通知を含む）など 
　　　　を受けていない証明書の写し 

　　　ウ　法人にあっては、直近年度の国税（法人税並びに消費税及び地方消費税）及び 

　　　　網走市税の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 
　　　エ　個人にあっては、直近年度の国税（所得税及び復興特別所得税並びに消費税及 
　　　　び地方消費税）及び網走市税の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 
（２）網走市建設工事業務委託請負業者資格審査及び指名基準に関する要綱別表第３及び 
　　物品の調達等に係る指名停止等措置要項に基づく指名停止を受けていないこと  
（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと 
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（４）会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法 
　　（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
（５）網走市暴力団の排除の推進に関する条例（平成27年網走市条例第２号）に規定する 
　　暴力団員等でないこと及び暴力団員等との関係を有していない者であること 
 
４　実施要領等の交付期間及び方法 
　　網走市こども計画策定支援業務に係るプロポーザル実施要領、様式及び評価基準等 
　（以下「実施要領等」という。）の交付は、次のとおりとする。 
（１）交付期間　 
　　　令和８年５月７日から令和８年５月２６日まで　 
（２）交付方法 
　　　１の場所で交付するほか、網走市健康福祉部子育て支援課のウェブサイト上からの 
　　ダウンロードにより交付する。 
　　　市公式ウェブサイト掲載URL　 
　　　　https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/14/21784.html 
 
５　参加手続等 
（１）参加申込書の提出 
　　　参加希望者は、実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 
　　　ア　提出期限　令和８年５月２６日（火）午後５時００分 
　　　イ　提出場所　「１ 担当部署」に同じ 
　　　ウ　提出方法　担当部署宛てに、持参又は郵送で提出するものとする。郵送の場合は 
　　　　　　　　　　特定記録、簡易書留、書留のいずれかによるものとし、提出期限必着 
　　　　　　　　　　とする。 
（２）参加資格の確認等 
　　　３に定める参加資格要件の確認を行い、参加資格審査結果を通知する。併せて、参加 
　　資格要件を有する者に、企画提案書の提出を依頼する。 
（３）企画提案書の提出 
　　　企画提案書の提出を依頼された者は、次のとおり企画提案書を提出しなければならな 
　　い。 
　　　ア　提出期限　令和８年６月８日（月）午後５時００分（必着） 
　　　イ　提出場所　「１ 担当部署」に同じ 
　　　ウ　提出方法　担当部署宛てに、持参又は郵送で提出するものとする。郵送の場合は 
　　　　　　　　　　特定記録、簡易書留、書留のいずれかによるものとし、提出期限必着 
　　　　　　　　　　とする。また、PDFデータ一式については、担当部署に電子メール等 
　　　　　　　　　　にて送信すること。なお、その際も送達確認をすること。 
 
６　失格事項 
　　次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 
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（１）参加資格要件を満たしていない場合 
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 
（３）実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法に適合しない書類の提出があっ 
　　た場合 
（４）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
 
７　契約候補者の選定 
　　網走市こども計画策定支援業務プロポーザル選定委員会設置要綱に基づき設置する選定 
　委員会において、実施要領等で定めた審査方法及び評価基準により、提出された企画提案 
　書等の審査及び評価を行い、その結果に基づいて本業務の契約候補者として特定する。 
 
８　契約に関する基本事項 
（１）契約の締結 
　　　原則、企画提案時に提出された見積書をもって随意契約とする。ただし、市と契約 
　　候補者で本業務について協議し、内容について合意の上、業務委託仕様書を再作成する 
　　場合はその仕様書に基づく見積書を徴し、随意契約の方法により契約を締結する。 
　　　なお、特別の理由がなく、企画提案時と比較し見積額が著しく異なる等不誠実な行為 
　　があったときは失格とする。また、契約候補者が次に掲げる事項に該当する場合には、 
　　次点者と協議し、協議が整った場合には、次点者と契約を締結することができるものと 
　　する。 
　　①交渉が不調となった場合。 
　　②地方自治法施行例第167条の4に規定される者に該当した場合。 
　　③その他の理由により契約候補者との間で契約ができなかった場合。 
（２）再委託等の禁止 
　　①本委託業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 
　　②本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なけ 
　　　ればならない。 
（３）契約保証金 
　　　免除する。 
（４）契約書作成の要否 
　　　作成を要する。 
（５）契約金額の支払条件 
　　　後払いとする。 
（６）その他 
　　　上記に定める以外の委託契約の締結にあたっては、地方自治法及び網走市契約に関す 
　　る規則をはじめとする諸規定を適用する。 
 
９　その他 
（１）企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 



（２）参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（３）提出された書類は、返還しない。 
（４）企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するが、当該業務に伴い 
　　生じた著作権等の権利及び物件があるときは、市に帰属すること。 
（５）市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは 
　　提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができる。 
 
 


